
                   

盛岡市監査委員告示第９号 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第１項，第２項及び第４項の規定により

行った定期監査の結果の報告を次のとおり公表する。 

 

平成 26年２月７日 

 

                     盛岡市監査委員 熊 谷 喜美男 

同    藤 尾 善 一 

                        同    佐 藤 敬 三 

                        同    川 村 幸 子 

 

第１ 監査の対象及び監査実施年月日 

定期監査の対象は幼稚園，小・中学校，教育委員会事務局及び教育機関である。うち，

次の部課等を実地監査の対象として監査を実施した。 

    

 

第２ 監査の範囲 

幼稚園，小・中学校は平成 24 年度，教育委員会事務局及び教育機関は平成 24 年度及

び平成 25年度（平成 25年９月分まで）の事務の執行 

 

 

実 地 監 査 対 象 部 課 等 監 査 実 施 年 月 日 

【幼稚園】 

好摩幼稚園 

 

平成 25年８月７日 

【小・中学校】 

向中野小学校，仙北小学校，杜陵小

学校，大慈寺小学校，仙北中学校，

河南中学校 

 

平成 25年８月５日 

 

浅岸小学校，米内小学校，生出小学

校，米内中学校，下小路中学校，渋

民中学校 

平成 25年８月６日 

山岸小学校，川目小学校，巻堀小学

校，好摩小学校，巻堀中学校 

平成 25年８月７日 

飯岡小学校，見前小学校，見前中学

校 

平成 25年８月８日 

 



                   

 

第３ 監査の方法 

実地監査の対象としない部署においては，平成 25 年度監査実施計画及び監査資料等

に関する要領（48 盛監発第 24 号）に基づき提出された監査資料について，実地監査の

対象とした部署においては，同監査資料と監査実施の指定日に提出された各課等の予算

の執行に係る各種文書，会計帳票，証拠書類，現金の出納保管並びに財産，債権及び基

金の記録管理その他の事務に係る文書について，事務の執行が法令等に基づき，適正か

つ効率的に行われているかに主眼を置き，一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠

し，通常実施すべき監査手続きによりその内容を調査照合するとともに，必要に応じ，

その都度担当職員から説明を聴取して適否の確認を行った。 

 

 

第４ 監査の結果 

事務の執行は，関係法令及び条例・規則並びに議会の議決その他の定めるところに基

づきおおむね良好と認められたが，各課等の一部の事務処理について，別紙に掲げる事

項が見られたので適切に措置されたい。 

なお，監査の執行過程において，各課等の担当職員等に対し，その旨指示したところ

であるが，所管する業務に対する認識を深められ，事務事業の適正かつ効率的な執行が

確保されるよう配慮されたい。 

 

 

 

 

実 地 監 査 対 象 部 課 等 監 査 実 施 年 月 日 

太田小学校，城北小学校 平成 25年８月９日 

北厨川小学校，厨川中学校 平成 25年９月９日 

【教育委員会事務局】 

学務教職員課，学校教育課，歴史文

化課 

 

平成 25年 12月３日から同年 12月 18日まで 

【教育機関】 

好摩地区公民館，玉山学校給食セン

ター 

 

平成 25年 12月３日 

中央公民館 平成 25年 12月４日 

西部公民館 平成 25年 12月５日 

見前地区公民館，乙部地区公民館 平成 25年 12月６日 

市立図書館 平成 25年 12月 10日 



                   

別 紙 

 

Ⅰ 教育委員会事務局 

 学務教職員課 

【指摘事項】 

１ 盛岡市中学校給食調理等業務委託に当たり，契約約定に定められた再委託の承認

手続きが行われていないものが１件見られたので，適正な事務の執行を求める。 

学校教育課 

【指摘事項】 

１ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金の小切手振出しに当たり，書き損じ分

について，小切手帳に残さず，廃棄している事例が９件見られたので，適正な事務

の執行を求める。 

【注意事項】 

１ 自動車賃貸借契約に当たり，無効とすべき見積書を受理している事例が１件見ら

れたので，適正な事務の執行を求める。 

歴史文化課 

【指摘事項】 

１ 公の施設の指定管理に当たり，基本協定で定められている年間修繕料について，

残額が生じたにも関わらず返還されていない事例が見られたので，当該残額につい

て指定管理者から返還させる手続きを行うことを求める。 

【注意事項】 

１ 公の施設の指定管理に当たり，基本協定に定められているとおりに備品に関する

報告が行われていない事例が４施設見られたので，適正な事務の執行を求める。 

 

Ⅱ 教育機関 

 西部公民館 

【指摘事項】 

  １ 飲料水自動販売機の設置にかかる行政財産使用料の諸経費あん分額算定に当たり，

再エネ発電賦課金等料金を加算していない事例が見られたので追徴の手続きを行う

ことを求める。 

 


